
金融商品の名称・種類 野村SMA（エグゼクティブ・ラップ）（投資一任契約）

組成会社（運用会社） 野村證券株式会社

販売会社 野村證券株式会社

金融商品の目的・機能

• お客様からのヒアリングに基づいた運用提案、売買執行、管理、アフターフォローを包括的に
行う投資一任サービスです。

• 投資一任契約（※）に基づいて、お客様一人ひとりにあわせた運用計画を作成し、ご提案
するサービスで、お客様の運用の目的やライフプランの実現のために、効率的な配分比率に
よる運用を行うことができ、お客様の状況の変化に応じて、運用計画を再構築し、運用の見
直しを行うことができます。また、資産管理の負担軽減を図ることができます。

※投資一任契約とは、お客様が投資一任運用会社としての野村證券に、有価証券の投
資判断の全部を一任し、この投資判断に基づいてお客様に代わって投資するために必要

   な権限を当社に委任する契約です。

当社が想定するお客様の層

• お客様一人ひとりにあわせた運用を継続的に行いますので、長期的に安定した資産管理を
考えたいお客様、忙しくてゆっくり資産を管理する時間がないお客様、運用のプロに管理をお
任せしたいお客様、退職金や相続で受け継いだまとまった資産の管理に悩んでいるお客様な
ど、様々なお客様にご利用いただけるサービスです。

パッケージ化の有無 • 内外の株式、債券、REIT、オルタナティブからなる各資産クラスの野村SMA専用投資信託
で構成され、一般の口座では購入することはできません。

クーリング・オフの有無
• クーリング・オフの対象にはなりません。
金融商品取引法第37条の６の規定の適用はありません。

「重要情報シート」（個別商品編）
野村SMA（エグゼクティブ・ラップ）
1 商品等の内容

 次のようなご質問があれば、お問合せ下さい。

① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に照らして、ふさわ
しいという根拠は何か。

② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。
③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメリットがあるのか。
④ 投資一任契約とは何か。投資信託を購入するのとどう違うのか。
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2 リスクと運用実績（本商品は、元本が保証されず、損失が生じる可能性があります。）

• 投資信託が組入れている株式、債券、 投資信託 、不動産等（以下「組入資産」（※）といいます ）の価格や評価額の
変動に伴い、野村SMAにおいて投資している投資信託の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
※ 組入資産が投資信託等である場合は、その最終的な組入資産を含みます。

• 野村SMAにおいて投資している投資信託の組入資産である有価証券の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に
変化が生じた場合、 投資信託の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

（ご参考）野村SMA（株式制限:制限なし 為替:ヘッジなし REIT:あり オルタナ:あり CIO厳選モデル:選択する）

RR1 RR2 RR3 RR4 RR5 RR6 RR7

1年間
(2025/01/06-2025/12/30） 5.76% 8.27% 10.81% 13.07% 15.42% 17.20% 16.72%

5年間
(2021/01/04-2025/12/30） 19.32% 34.45% 51.25% 68.78% 88.13% 101.15% 107.21％

※ご参考コースの各リスク水準において、基準配分比率と野村SMA専用投資信託の基準価額から計算したモデルパフォーマンス
であり、実際の運用成果とは異なります。リバランスに伴い発生する税金等は考慮しておりませんが投資一任に係る費用は含ま
れております。

3 費用（本商品の購入又は保有には、費用が発生します）

購入時に支払う費用
（販売手数料など）

• 購入時手数料はありません。

継続的に支払う費用
（信託報酬など）

運用成果に応じた費用
（成功報酬など）

• 野村SMAの料金は、投資一任報酬とSMA報酬の合計額となります。投資一任報酬・
SMA報酬の料率は資産クラスごとにあらかじめ定められております。投資一任報酬は最大
で運用資産の0.110%（税込み・年率）、SMA報酬は最大で運用資産の1.540%
（税込み・年率）となります。このほかに投資信託では運用管理費用（信託報酬）
（最大で信託財産の4.00%（概算）（税込み・年率））、信託財産留保額（最大
で信託財産の0.5%）、その他費用をご負担いただきます。その他費用は運用状況等に
より変動するため、事前に上限額等を示すことができません。また、投資一任契約に基づく
投資信託への投資は、投資信託の基準価額等が変動しますので損失が生じるおそれがあ
ります。詳しくは、お客様向け資料、契約締結前交付書面及び目論見書をよくお読みくだ
さい。（また、投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対
象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額
が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信託ごとに、
ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の報
酬・手数料等の費用の最大値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては、
目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。）なお、上記の投資一任報酬、
SMA報酬等は、あくまで最大の料率を表示しておりますので、お客様のご負担になる実際
の料率に関しましては、お客様が採用されるプランに係る投資提案書等をご参照ください。

• 詳細は、お客様向け資料、「契約締結前交付書面」及び「交付目論見書」をよくご確認く
ださい。

⑦ 私がこの商品に○○万円投資したら、それぞれのコストが実際にいくらかかるか教えてほしい。
⑧ 費用がより安い類似商品はあるか。あればその商品について説明してほしい。

⑤ 上記リスクについて、私が理解できるように説明してほしい。
⑥ 相対的にリスクが低い類似商品はあるのか。あればその商品について説明してほしい。

 次のようなご質問があれば、お問合せ下さい。

 次のようなご質問があれば、お問合せ下さい。
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野村證券株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第142号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、
一般社団法人日本STO協会

7 その他参考情報（契約にあたっては、次の書面をよくご覧ください）
• 本書面は、野村SMAの商品性やリスク、運用実績、手数料等の重要な情報を簡潔に記載したものです。 
野村SMAのご契約にあたっては、「契約締結前交付書面」、「野村SMA投資一任契約書（兼契約締結時交付書面）」、
「交付目論見書」、「野村の証券取引約款（投資一任口座用）」等を交付いたしますので、内容をよくご確認ください。

6 租税の概要（NISA、iDeCoの対象か否かもご確認ください）
• 野村SMAはNISA、iDeCoの対象外です。
• 個人の場合は投資信託の収益分配金及び譲渡所得に、法人の場合は投資に係る収益と費用について総合的に税金が
課されます。

• 課税上の取扱いは組入れファンド毎に異なります。詳細は「交付目論見書」をご確認ください。

4 換金・解約条件（本商品を換金・解約する場合、一定の不利益を被ることがあります）
• 償還期限はありませんが、契約の変更（償還を含む）が行われることがあります。
• 解約は、運用開始日の３ヶ月後から可能となります。
• 換金に要する期間は、ご投資している運用商品によって異なります。全ての運用商品の換金が完了後、 お客様がご指定さ
れた金融機関の口座にお振込み、またはお取引店の口座へお振替えします。（ご返金までには9営業日程度要します）

• 相続や海外居住となった場合、解約となり換金されます。
• 解約時には各投資信託の信託財産留保額をご負担いただきます。
• 売買の執行中の場合などに売却日がずれることがあります。
• 投資信託の海外休場日、取引所の取引停止時などにより、換金できない場合があります。
• 詳細は「サービス内容説明書」および「交付目論見書」をご確認ください。

⑨ 私がこの商品を換金・解約するとき、具体的にどのような制限や不利益があるのかについて説明してほしい。

 次のようなご質問があれば、お問合せ下さい。

⑩ あなたの会社が得る手数料が高い商品など、私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先した商品を私に薦めていないか。
私の利益よりあなたの会社やあなたの利益を優先する可能性がある場合、あなたの会社ではどのような対策を取っているのか。

5 当社の利益とお客様の利益が反する可能性
• 当社は、公募投資信託の信託報酬（販売会社分）を運用会社からいただきます。
• 当社は、公募投資信託の運用会社の一つである野村アセットマネジメント株式会社と資本関係があります。
• この商品においては、当社営業員の人事評価における他商品との差異を排除するため、他商品と同様の水準となるよう人事
評価上調整を行っています。

 ※利益相反の内容とその対処方針については、野村證券HP「利益相反管理方針」をご参照ください。
 https://www.nomura.co.jp/guide/conflict_of_interest.html

 次のようなご質問があれば、お問合せ下さい。
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